
介
護
者
の
つ
ど
い「
ほ
っ

と
会
」の
参
加
者
を
募
集

◎�
内
容
＝
介
護
に
つ
い
て
の
悩
み
や

苦
労
を
話
し
合
う
つ
ど
い

◎�

日
時
＝
３
月
４
日
（
金
）　

10
時

～
12
時

◎�

場
所
＝
リ
ナ
シ
テ
ィ
か
の
や
２
階

研
修
室
１

◎�

対
象
者
＝
在
宅
で
高
齢
者
を
介
護

し
て
い
る
家
族　

な
ど

◎
参
加
料
＝
無
料

◎
応
募
方
法
＝
電
話

◎
応
募
期
限
＝
２
月
20
日
（
土)

問�

市
西
部
地
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー　

☎
40ｰ

９
８
５
５

「
第
６
回
Ｓ
ｈ
ｏ
ｗｰ

１
グ

ル
メ
グ
ラ
ン
プ
リ
本
大

会
」
の
無
料
送
迎
バ
ス
の

利
用
者
を
募
集

◎�

内
容
＝
鹿
屋
の
ご
当
地
グ
ル
メ

「
カ
ン
パ
チ�

de�

リ
ゾ
ッ
ト
」（
鹿

屋
市
商
店
街
連
合
会
）
が
出
場
し

て
い
る
「
第
６
回
Ｓ
ｈ
ｏ
ｗｰ

１

グ
ラ
ン
プ
リ
本
大
会
」（
霧
島
国

分
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
）
へ
の
無

料
送
迎
バ
ス
利
用
者
を
募
集

◎�

期
日
＝
２
月
13
日
（
土
）・
14
日

（
日
）　

◎
集
合
時
間
＝
９
時
45
分

◎
集
合
場
所
＝
市
役
所
南
側
駐
車
場

◎
帰
着
時
間
＝
16
時
頃

◎�

定
員
＝
両
日
と
も
90
人
（
定
員
に

な
り
次
第
締
切
）

◎��

応
募
方
法
＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https:

　

�//reserva.be/show
1bus

）か
ら

申
し
込
む
か
、乗
車
日
・
氏
名
・
住

所
・
年
齢
・
携
帯
電
話
番
号
・
同
伴

者
名
を
記
入
し
ハ
ガ
キ
で
応
募

◎
応
募
期
限
＝
２
月
６
日
（
土
）

◎�

そ
の
他
＝
決
定
者
に
は
後
日
、
ハ

ガ
キ
で
通
知

問
鹿
屋
市
商
店
街
連
合
会
事
務
局

　
（
鹿
屋
商
工
会
議
所
内
）

　

〒
８
９
３ｰ

０
０
１
５

　

鹿
屋
市
新
川
町
６
０
０

　

☎
０
９
０ｰ
１
９
７
８ｰ

５
２
６
４

　
（
久
木
田
）

「
フ
ー
ド
・
ア
ク
シ
ョ
ン
・

ニ
ッ
ポ
ン
ア
ワ
ー
ド
２
０
１

５
」
受
賞
記
念
ト
ー
ク
セ
ッ

シ
ョ
ン
の
受
講
者
を
募
集

◎�

内
容
＝
こ
れ
か
ら
の
鹿
屋
・
大
隅

地
域
の
食
品
産
業
の
あ
り
方
に
つ

い
て
討
論
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

※�

大
賞
を
受
賞
し
た
㈲
三さ
ん
し
ん
や

清
屋
（
笠

之
原
町
）
の
田
中
武
雄
社
長
も
パ

ネ
ラ
ー
と
し
て
参
加

◎�

日
時
＝
２
月
15
日
（
月
）　

14
時

～
16
時

◎
場
所
＝
鹿
屋
商
工
会
議
所

◎�

定
員
＝
１
０
０
人
（
定
員
に
な
り

次
第
締
切
）

◎
受
講
料
＝
無
料

◎
応
募
方
法
＝
電
話

問
鹿
屋
商
工
会
議
所

　

☎
42ｰ

３
１
３
５

２
月
の
一
般
健
康
相
談

◎�

内
容
＝
栄
養
、
運
動
、
休
養
、
歯

科
に
関
す
る
相
談
、
血
圧
測
定
、

尿
検
査　

な
ど

◎
相
談
日

◎�

時
間
＝
９
時
30
分
～
11
時
30
分
、

13
時
～
15
時

※�

市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
の
み
９
時
～

◎�

そ
の
他
＝
当
日
会
場
へ
行
け
な
い

人
を
対
象
と
し
た
訪
問
に
よ
る
健

康
相
談
も
実
施

問
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

　

☎
41ｰ

２
１
１
０

問市民課（1階④番窓口）　☎ 31-1114　　鹿屋年金事務所　☎ 42-5121

国民年金保険料はまとめて前納するとお得です ～国民年金前納割引制度～

◎１か月前納（※１）＝月末に口座振替
◎６か月前納（※２）
○�上期（４月～９月分）の保険料
　＝４月末日に納入
○下期（10 月～翌年３月分）の保険料
　＝ 10月末日に納入
◎�１・２年分前納（※３）
　＝�４月～翌年又は翌々年３月分の保険料を
４月末日に納入

区分 １か月分（※１） ６か月分（※２） 1年分（※３） 2年分（※３）

毎月支払の場合
15,590 円 93,540 円

（15,590 円×６月）
187,080 円

（15,590 円× 12 月）
382,200 円

（15,590 円× 12 月
＋ 16,260 円× 12 月）

現金前払の場合
【割引額】 －

92,780 円
【月   ▲ 760 円】
【年▲ 1,520 円】

183,760 円

【年▲ 3,320 円】
－

口座振替による
前払の場合
【割引額】

15,540 円
【月  ▲ 50 円】
【年▲ 600 円】

92,480 円
【月▲ 1,060 円】
【年▲ 2,120 円】

183,160 円

【年▲ 3,920 円】

366,840 円

【年▲ 15,360 円】

※金額は平成 27年度の保険料で算出
◎口座振替での前納
○申込期限
　１・２年分前納及び上期６か月分＝２月末日
　下期６か月分前納＝８月末日
○必要なもの＝通帳、金融機関の届出印
○申込方法＝�市民課・各総合支所市民生活課、

又は鹿屋年金事務所に直接申込

年金関係の不審
な電話が相次い
でいます。注意
しましょう！

K a n o y a  I n f o r m a t i o n

●１月から、社会保障や税等の手続きでマイナンバーが必要です。

市の窓口手続きでマイナンバーの記入・確認等が始まりました

　記入したマイナンバーの確認に合わせて、本人確認も行いますので、
①マイナンバーを証明できる書類（通知カード・個人番号カード等）と
②身元を証明できる書類（運転免許証・パスポート・個人番号カード等）をお持ちください。
　なお、所得や源泉徴収、保険等の事務において、勤め先等からもマイナンバーの提供を求められるこ
とがあります。

問個人番号カードや通知カードに関すること　市民課（１階①番窓口）　☎ 31-1184
問その他マイナンバーに関すること　　　　　市情報行政課（５階）　　☎ 31-1135

・住民基本台帳に関する事務	 ・後期高齡者医療の給付や保険料
・国民健康保険の給付や保険料	 ・介護保険の支給や保険料
・児童手当の支給	 ・障害者手帳の交付	 ・固定資産税等の減免　など

個人番号カードを交付します

●個人番号カードの受け取り方法
○ 順次、申請をした人へ交付通知書を郵送します。交付通知書が届いたら、受取場所（本庁舎・各

総合支所市民生活課）へお越しください。
　・交付通知書に受取場所や必要な物等が記載されていますので、必ずご確認ください。
　・全国的に交付申請が集中しており、カードの製作や交付通知書の発送までに時間がかかります。
○受け取りには、原則として本人がお越しください。
　・なりすまし等を防ぐために本人確認を行います。
　・15歳未満の人や成年被後見人は、法定代理人の同席が必要です。
○本人確認や暗証番号の登録等の手続きには 20 ～ 30 分程度かかります。
　・�窓口が混み合っている場合は、待ち時間が長時間になることも予想されます。時間に余裕のあ
る時にお越しください。

●これらの手続きでは、提出する書類等にマイナンバーの記入が必要なものがあります。

　・マイナンバーを証明する書類
　・身分証明書
　・行政手続におけるオンライン手続の利用
　・住民票等自動交付機での利用や印鑑登録証としての利用�（鹿屋市独自）�※希望者のみ
　・情報提供等記録開示システム「マイナポータル」の利用認証（平成 29年１月開始予定）　など
　※申請方法は、マイナンバー通知カードに同封されているパンフレットをご覧ください。

　１月下旬から個人番号カードの交付を開始しました。
　まだ交付申請をしていない人は、ぜひ申請をご検討ください。（初回無料）

●個人番号カードが持つ主な役割
▲ 個人番号カード
　交付臨時窓口

春
期「
緑
の
募
金
」
運
動
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

緑
の
募
金
は
、
温
暖
化
や
熱
帯
雨

林
の
減
少
等
が
憂
慮
さ
れ
る
中
、
森

林
環
境
の
整
備
や
学
校
・
公
民
館
等

の
身
近
な
緑
化
活
動
な
ど
に
活
用
さ

れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
温
か
い
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◎�

期
間
＝
2
月
1
日（
月
）～
4
月
30

日（
土
）

◎�

募
金
窓
口
＝
市
農
林
水
産
課
及
び

各
総
合
支
所
産
業
建
設
課

問�

市
み
ど
り
推
進
協
議
会
（
市
農
林

水
産
課
内
・
２
階
）

　

☎
31ｰ

１
１
１
７　

　

各
総
合
支
所
産
業
建
設
課

償
却
資
産
申
告
書
の
提
出

を
お
願
い
し
ま
す

　
市
内
に
事
業
用
資
産
を
持
っ
て
い

る
事
業
者
は
、
償
却
資
産
申
告
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、廃
業
、休
業
、事
務
所
移
転
、

解
散
、
名
称
変
更
を
し
た
場
合
も
申

告
書
に
記
載
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎�

償
却
資
産
と
は
＝
固
定
資
産
税
の

中
の
土
地
・
家
屋
を
除
く
事
業
用

資
産

◎�

例
＝
駐
車
場
の
舗
装
、
各
種
設
備

等
の
機
械
及
び
装
置
　
な
ど

問
市
税
務
課
（
１
階
⑯
番
窓
口
）

　

☎
31ｰ

１
１
１
２

お
知
ら
せ

期　日 場　所
2/  9（火） 串良ふれあいセンター

2/17（水） 輝北総合福祉センター

2/22（月） 市保健相談センター

2/24（水） 吾平保健センター

※市保健相談センターは、同日に
「こころの健康相談」を実施

▲ 「 カンパチ de 
リゾット」

【お知らせ版】
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